
   四街道市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 四街道市職員定数条例（昭和５５年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条の表中「１２３人」を「１３２人」に、「２５人」を「３０人」に、「７１６人」

を「７３０人」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


